
○グリーン購入促進条例施行規則 

平成十八年三月二十三日 

宮城県規則第十九号 

改正 平成二〇年三月三一日規則第四六号 

令和四年三月三一日規則第二五号 

令和六年三月二九日規則第六九号 

令和七年二月二一日規則第四三号 

グリーン購入促進条例施行規則をここに公布する。 

グリーン購入促進条例施行規則 

 

（趣旨） 

第一条 この規則は、グリーン購入促進条例（平成十八年宮城県条例第二十二号。第五条

第二号を除き、以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（認定証） 

第二条 知事は、条例第十四条第一項の規定による認定をしたときは、認定事業者に対

し、様式第一号による宮城県グリーン製品認定証（以下「認定証」という。）を交付す

るものとする。 

２ 認定事業者は、条例第十五条第一項の規定により認定を取り消されたときは、直ちに

当該認定に係る認定証を知事に返還しなければならない。 

 

（認定の期間の始期） 

第三条 条例第十四条第二項の認定の期間（以下「認定期間」という。）の始期は、毎年

四月一日及び十月一日とする。 

 

（認定の申請） 

第四条 条例第十四条第三項の規定による申請（以下「認定申請」という。）は、様式第

二号によるものとする。 

２ 認定申請は、次の各号に掲げる認定期間の始期に応じ、当該各号に定める期間（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する

休日に当たる日を除く。以下「申請期間」という。）において行うことができる。 

一 四月一日 前年の十月一日から十二月二十八日まで 

二 十月一日 四月一日から六月三十日まで 

 

（製造業者等の要件） 

第五条 条例第十四条第四項の規則で定める要件は、次のとおりとする。 



一 認定申請に係る申請期間の初日の五年前の日以降に、条例及び認定申請に係る環境

物品等（以下「申請環境物品等」という。）に適用される環境に関する法令等に違反

し、これらの法令等に基づく処罰、命令その他の不利益処分を受けていない者である

こと。 

二 申請環境物品等を製造し、又は加工するに当たり産業財産権（特許権、実用新案

権、意匠権及び商標権をいう。）を侵害し、又は申請環境物品等の販売に適用される

法令（条例を含む。）に違反していない者であること。 

三 申請環境物品等を製造し、又は加工するに当たり、一般廃棄物処分業の許可（廃棄

物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理

法」という。）第七条第六項に規定する許可をいう。）又は産業廃棄物処分業の許可

（廃棄物処理法第十四条第六項に規定する許可をいう。）を受ける必要がある場合に

あっては、これらの許可を受けている者であること。 

四 申請環境物品等を製造し、又は加工する施設について一般廃棄物処理施設の設置の

許可（廃棄物処理法第八条第一項に規定する許可をいう。）又は産業廃棄物処理施設

の設置の許可（廃棄物処理法第十五条第一項に規定する許可をいう。）を受ける必要

がある場合にあっては、これらの許可を受けている者であること。 

五 条例第十九条各号に掲げる事項の遵守を誓約する者であること。 

六 認定製品の品質に関する規格及び品質管理に関する体制について、県がこれらの情

報を県民等に提供することに同意する者であること。 

七 申請環境物品等の製造又は加工を委託する場合にあっては、第一号から第四号まで

の要件を満たす者を当該委託の相手方としている者であること。 

 

（認定の取消し） 

第六条 条例第十五条第一項第三号の規則で定める事由は、次のとおりとする。 

一 虚偽の認定申請その他の不正の手段により認定を受けたとき。 

二 条例第十七条の規定による報告の求めに対し、虚偽の報告をしたとき。 

三 条例第十九条第四号に規定する変更届（以下「変更届」という。）の提出に当た

り、虚偽の変更届を提出したとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、条例の目的に反する行為をしたとき。 

 

（認定証票） 

第七条 条例第十六条第一項に規定する認定証票は、様式第三号とする。 

 

（品質管理の記録） 

第八条 認定事業者は、条例第十九条第一号の品質管理を行うに当たっては、その状況を

記録し、これを三年間保存しなければならない。 



 

（変更届及び廃止届） 

第九条 変更届は、認定申請の事項についての変更（条例第十五条第一項各号又は次項各

号に該当することとなるものを除く。）があった日から起算して三十日以内に、様式第

四号により提出しなければならない。 

２ 条例第十九条第四号に規定する廃止届は、次に掲げる事由が生じた日から起算して三

十日以内に、様式第五号により提出しなければならない。 

一 認定製品が条例第十四条第一項の別に定める基準に適合しなくなったとき。 

二 認定事業者が条例第十四条第三項に規定する製造業者等でなくなったとき。 

三 認定製品が条例第十四条第三項各号に掲げる環境物品等でなくなったとき。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

（認定申請の特例） 

２ 第四条第二項の規定にかかわらず、平成十八年に行われる認定申請は、同年十月一日

から十二月二十八日までの間に限り行うことができる。 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

附 則（平成二〇年規則第四六号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後のグリーン購入促進条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後にさ

れた申請について適用し、同日前にされた申請については、なお従前の例による。 

 

附 則（令和四年規則第二五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出等された申請書等は、

それぞれ改正後の各規則の規定に基づいて提出等された申請書等とみなす。 

３ 改正前の各規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当

分の間、改正後の各規則の規定によるものとみなす。 

 

附 則（令和六年規則第六九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

   附 則（令和七年規則第四三号） 

この規則は、令和七年四月一日から施行する。 


